
資料１－１ 愛媛県環境審議会の法定審議事項 
  

  法律等の名称 
 

 

法律等に基づく審議事項 
 

 

 水質汚濁防止法 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 １ 県の区域に属する公共用水域及び地下水の水質汚濁防止に関する重要事項 

  （第21条第１項） 

  (1) 上乗せ排水基準の設定に関すること（法第３条第３項） 

  (2) 測定計画の作成に関すること（法第16条第１項） 

  (3) 水質環境基準の水域類型へのあてはめに関すること（政令） 

  (4) 総量削減計画の策定に関すること（法第４条の３第１項） 

  (5) 総量規制基準の設定に関すること（法第４条の５第１項） 

  (6) 生活排水対策重点地域の指定に関すること（法第14条の６第１項）など 
 

 

 大気汚染防止法 
 

 

 １ 指定ばい煙総量削減計画の策定及び変更（第５条の３第２項、第７項） 
 

 

 公害防止事業費事業者負担法 
 

 

 １ 公害防止事業に係る費用負担計画の策定及び変更（第６条第１項、第８条） 
 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 

 

 １ 廃棄物処理計画の策定（第５条の３） 
 

 農用地の土壌の汚染

防止等に関する法律 

 

 １ 農用地土壌汚染対策地域の指定及び解除（第３条第３項、第４条第２項） 

 ２ 農用地土壌汚染対策計画の申請及び変更の申請（第５条第５項、 第６条第２項） 
 

 

 ダイオキシン類対 

 策特別措置法 

 
 

 

 １ ダイオキシン類総量削減計画の策定及び変更（第11条第２項、第６項） 

 ２ ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定、区域の変更及び指定の解除 

  （第29条第３項、第30条第２項） 
 

 

 愛媛県土砂等の埋立て等による
土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例 

 

 

 １ 土砂基準及び水質基準の制定、変更及び廃止(第５条第２項、第６条第２項) 
 
 
 

 

 自然環境保全法 
 

 

 １ 自然環境の保全に関する重要事項（第51条第２項） 
 

 

 鳥獣保護及狩猟ニ 

 関スル法律 

 

 
 

 

 １ 鳥獣保護事業計画の策定及び変更（第１条ノ２第３項） 

 ２ 狩猟鳥獣の捕獲の禁止及び制限（第１条ノ４第５項） 

 ３ 鳥獣保護区及び特別保護地区の指定（第８条ノ８第４項） 

 ４ 猟区の維持管理に関する事務の委託（第14条第９項） 
 

 

 温泉法 

 

 
 

 

 １ 温泉湧出目的の土地掘削の許可及び不許可(第３条第１項、第４条、第20条) 

 ２ 土地掘削、増掘及び動力装置の許可の取消し等の命令（第６条、第８条第２ 

  項、第20条） 

 ３ 増掘及び動力装置の許可及び不許可（第８条、第20条） 

４ 温泉採取制限命令（第９条第１項、第20条） 
 

 

 愛媛県自然環境保 
 全条例 
 

 

 １ 県自然環境保全地域の指定、解除及び区域の変更（第18条第２項、第８項） 
 ２ 保全計画の廃止及び変更（第18条第２項、第19条第４項） 
 

 

 愛媛県県立自然公 
 園条例 
 

 

 １ 県立自然公園の指定、解除及び区域の変更（第４条第１項、第５条第１項） 
 ２ 公園計画及び公園事業の決定、廃止及び変更（第６条第１項、第７条第１項 
 

 

 愛媛県自然海浜保全条例 
 

 

 １ 自然海浜保全地区の指定、解除及び区域の変更（第３条第１項、第６項） 
 

愛媛県立都市公園条例 
 

１ 県立都市公園の設置、区域の変更及び廃止（第２条第１項） 
 

 



　資料１－２　愛媛県環境影響評価条例の手続

　　　 送付
　　　 意見聴取　　　　　協議   　〇
　 〇　 　〇　

　 縦覧期間１月
 　意見提出期間

○ 　 １月＋２週間

送付 　　　　 送付
　○ 　　〇

意見聴取
　○ 　　○

　○ 知事意見
　　　　　　　　　　　　　 90日以内

 　〇

　　　　　　　　　　　　 必要に応じ
　○

　 〇

　　　 送付
　　　 意見聴取　　　　　　　協議 　　〇
　 〇　 　〇　

　 縦覧期間１月

　 意見提出期間
 　○ 　 １月＋２週間

　　　 送付
　　　　　　　　　　　　　　 送付   　〇

  ○

 意見聴取
　○  　○
  ○

　 特に必要と
　　認めるとき　

知事意見
　　　120日以内

 　〇

　　　 送付
　　　　　　　　　　　　　　 送付  　〇

  ○

(公告まで事業の実施を制限)
　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　 意見聴取　　　　　届出 　　　 届出
　 〇　 　〇  　〇

 意見聴取
　○  　○

  ○ 知事意見
90日以内

 必要に応じ
 　〇　

２
　
準
備
書
に
係
る
手
続

 ⑧技術的助言の申出

 ①環境影響評価の実施

 ②環境影響評価準備書
　 の作成

 ③公告・縦覧

 ④説明会の開催

 ⑩意見  ⑪意見通知

 ⑨公聴会の開催

３
　
評
価
書
に
係
る
手
続

４
　
事
後
調
査
に
係
る
手
続

 ⑥意見  ⑦意見通知

 ⑨技術的助言

 ③許認可へ反映

 ④配慮要請通知

 ④意見  ⑤措置要請

１
　
方
法
書
に
係
る
手
続

審査会 県 市町村

 ①環境影響評価方法書
　 の作成

 ④意見概要書の作成

 ⑤意見書の提出

 ⑤意見書の提出

 ①事後調査報告書の
　 作成

 ①環境影響評価書の
　 作成

 ⑥意見概要書・見解書
   の作成

 ⑦公告・縦覧

意見陳述

 ⑧意見書の提出

住民事業者

 ②公告・縦覧

 ③意見書の提出

 ②公告・縦覧

 ③意見書の提出

縦覧期間1月

　縦覧期間1月

 許認可権利者

　縦覧期間1月 ②公告・縦覧



 資料１－３ 土砂基準 
項   目 基   準   値 測   定   方   法 

カドミウム 検液１リットルにつき0.01ミリグラム以下 日本工業規格（以下「規格」という。）Ｋ0102の55に定める方法 

全シアン 検液中に検出されないこと。 規格Ｋ0102の38に定める方法（規格Ｋ0102の38.1.1に定める方法

を除く。） 

有機燐
りん

 検液中に検出されないこと。 排水基準を定める省令（昭和46年総理府令第35号）第２条の規定

に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法を定める等

の件（昭和49年９月環境庁告示第64号。以下「排水基準告示」と

いう。）付表１に掲げる方法又は規格Ｋ0102の31.1に定める方法

のうちガスクロマトグラフ法以外のもの（メチルジメトンにあっ

ては、排水基準告示付表２に掲げる方法） 

鉛 検液１リットルにつき0.01ミリグラム以下 規格Ｋ0102の54に定める方法 

六価クロム 検液１リットルにつき0.05ミリグラム以下 規格Ｋ0102の65.2に定める方法 

砒
ひ

素 検液１リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、

土砂等の埋立て等に供する場所の土地の利用目的が

農用地（田に限る。）である場合においては、土砂

等１キログラムにつき15ミリグラム未満 

検液中濃度に係るものにあっては、規格Ｋ0102の61に定める方

法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指

定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令（昭和50年総理

府令第31号）に定める方法 

総水銀 検液１リットルにつき0.0005ミリグラム以下 水質汚濁に係る環境基準について（昭和46年12月環境庁告示第59

号。以下「環境基準告示」という。）付表１に掲げる方法 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 環境基準告示付表２及び排水基準告示付表３に掲げる方法 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 環境基準告示付表３に掲げる方法 

銅 土砂等の埋立て等に供する場所の土地の利用目的が

農用地（田に限る。）である場合において、土砂等

１キログラムにつき125ミリグラム未満 

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を

定める省令（昭和47年総理府令第66号）に定める方法 

ジクロロメタン 検液１リットルにつき0.02ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 

四塩化炭素 検液１リットルにつき0.002ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 

１，２－ジクロロ

エタン 

検液１リットルにつき0.004ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.3.2に定める方法 

１，１－ジクロロ

エチレン 

検液１リットルにつき0.02ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 

シス－１，２－ジ

クロロエチレン 

検液１リットルにつき0.04ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 

１，１，１－トリ

クロロエタン 

検液１リットルにつき１ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 

１，１，２－トリ

クロロエタン 

検液１リットルにつき0.006ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 

トリクロロエチレ

ン 

検液１リットルにつき0.03ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 

テトラクロロエチ

レン 

検液１リットルにつき0.01ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 

１，３－ジクロロ

プロペン 

検液１リットルにつき0.002ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 

チウラム 検液１リットルにつき0.006ミリグラム以下 環境基準告示付表４に掲げる方法 

シマジン 検液１リットルにつき0.003ミリグラム以下 環境基準告示付表５の第１又は第２に掲げる方法 

チオベンカルブ 検液１リットルにつき0.02ミリグラム以下 環境基準告示付表５の第１又は第２に掲げる方法 

ベンゼン 検液１リットルにつき0.01ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 

セレン 検液１リットルにつき0.01ミリグラム以下 規格Ｋ0102の67.2又は67.3に定める方法 

備考 
  １ 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚染に係る環境基準について（平成３年８月環境庁告示第46

号）付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」と
あるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。 

  ２ この表の項目の欄中「有機燐
りん

」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

  ３ この表の基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合にお
いて、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 



 
資料１－４ 水質基準 
項   目 基   準   値 測   定   方   法 

カドミウム １リットルにつき0.01ミリグラム以下 日本工業規格（以下「規格」という。）Ｋ0102の55に定める方法 

全シアン 検出されないこと。 規格Ｋ0102の38.1.2及び38.2に定める方法又は規格Ｋ0102の

38.1.2及び38.3に定める方法 

有機燐
りん

 検出されないこと。 排水基準を定める省令（昭和46年総理府令第35号）第２条の規定

に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法を定める等

の件（昭和49年９月環境庁告示第64号。以下「排水基準告示」と

いう。）付表１に掲げる方法 

鉛 １リットルにつき0.01ミリグラム以下 規格Ｋ0102の54に定める方法 

六価クロム １リットルにつき0.05ミリグラム以下 規格Ｋ0102の65.2に定める方法 

砒
ひ

素 １リットルにつき0.01ミリグラム以下 規格Ｋ0102の61.2又は61.3に定める方法 

総水銀 １リットルにつき0.0005ミリグラム以下 水質汚濁に係る環境基準について（昭和46年12月環境庁告示第59

号。以下「環境基準告示」という。）付表１に掲げる方法 

アルキル水銀 検出されないこと。 環境基準告示付表２に掲げる方法 

ＰＣＢ 検出されないこと。 環境基準告示付表３に掲げる方法 

銅 土砂等の埋立て等に供する場所の土地の利用目的が

農用地（田に限る。）である場合において、１リッ

トルにつき１ミリグラム以下 

規格Ｋ0102の52に定める方法 

ジクロロメタン １リットルにつき0.02ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 

四塩化炭素 １リットルにつき0.002ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 

１，２－ジクロロ

エタン 

１リットルにつき0.004ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.3.2に定める方法 

１，１－ジクロロ

エチレン 

１リットルにつき0.02ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 

シス－１，２－ジ

クロロエチレン 

１リットルにつき0.04ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 

１，１，１－トリ

クロロエタン 

１リットルにつき１ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 

１，１，２－トリ

クロロエタン 

１リットルにつき0.006ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 

トリクロロエチレ

ン 

１リットルにつき0.03ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 

テトラクロロエチ

レン 

１リットルにつき0.01ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 

１，３－ジクロロ

プロペン 

１リットルにつき0.002ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 

チウラム １リットルにつき0.006ミリグラム以下 環境基準告示付表４に掲げる方法 

シマジン １リットルにつき0.003ミリグラム以下 環境基準告示付表５の第１又は第２に掲げる方法 

チオベンカルブ １リットルにつき0.02ミリグラム以下 環境基準告示付表５の第１又は第２に掲げる方法 

ベンゼン １リットルにつき0.01ミリグラム以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 

セレン １リットルにつき0.01ミリグラム以下 規格Ｋ0102の67.2又は67.3に定める方法 

備考 

  １ この表の項目の欄中「有機燐
りん

」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

  ２ この表の基準値の欄中「検出されないこと」とは、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、そ
の結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

 



　　資料１－５　県自らの温室効果ガス排出削減への取組結果

（１）環境保全率先行動計画（平成１１年４月策定）の推進による温室効果ガスの排出削減状況

　　　対象：本庁・地方局・出張所  

項目／年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度
１２年度と１０年度
との対比

排出係数*

電　気(kWh) 10,841,358 10,521,213 10,425,519 ▲３．８％ 0.357

3,870,365 3,756,073 3,721,910
重　油(㍑) 122,906 117,460 111,449 ▲９．３％ 2.77

340,450 325,364 308,714
灯　油(㍑) 68,923 65,167 65,432 ▲５．１％ 2.51

172,997 163,569 164,234
都市ガス(立米) 320,020 310,131 287,570 ▲１０．１％ 2.15

688,043 666,782 618,276
ガソリン(㍑) 468,043 463,624 473,100 １．１％増 2.31

1,081,179 1,070,971 1,092,861
軽　油(㍑) 34,352 35,223 40,126 １６．８％増 2.65

91,033 93,341 106,334
プロパンガス(kg) 3,666 3,591 3,088 ▲１５．８％ 3.02

11,071 10,845 9,326

CO2排出量計 6,255,138 6,086,945 6,021,654 －

平成１０年度実績との対比 － ▲２．７％ ▲３．７％ －

各項目のうち、上段は電気・燃料等の使用量、下段は二酸化炭素排出量(単位：kg-CO2)

（参考）

＊排出係数とは、電気や重油などを使用（燃焼）した場合に発生する二酸化炭素の量



(2) (1)以外の環境に配慮した取組の成果 
   対象：本庁・地方局・出張所 

年 度 
項 目 

平成10年度 平成11年度 平成12年度 
12年度と10年度
との対比 

上  水 74,825ｍ３ 65,134ｍ３ 70,213ｍ３ ▲6.2％ 

コピー用紙 77,074千枚 63,018千枚 71,584千枚 ▲7.1％ 

再生紙使用率＊ 83.8％ 94.7％ 98.8％ ＋15.0ﾎﾟｲﾝﾄ 

単価契約文具等で
の環境配慮型製品 

47.7％ 61.4％ 69.0％ ＋21.3ﾎﾟｲﾝﾄ 

廃棄物の排出量 721.5ｔ 818.5ｔ 666.7ｔ ▲7.6％ 

「再生紙使用率」＝コピー用紙全体に占める割合 

 

 

(3) 県機関全体における温室効果ガスの排出削減状況 

 

項  目 

１１年度実績 

(単位:t-CO２ ) 

１２年度実績 

(単位:t-CO２ ) 

削減率 

（％） 

17年度におけ

る削減目標

(％ ) 

電 気 28,587.8 28,730.2 +0.5 ４ 

重 油 16,854.3 16,154.0 4.2 ９ 

都市ガス  5,430.3  5,293.0 2.5 ８ 

灯 油  3,773.6  3,326.8 11.8 ９ 

ガソリン  3,583.8  3,681.9 +2.7 ５ 

軽 油  2,495.0  2,495.2 ±0 ８ 

その他 (LPｶﾞｽ等 ) 559.5 553.2 1.1 １０ 

計 61,284.3 60,234.3 1.7 ６.２ 

  ＊平成１７年度における削減目標の基準年度は平成１１年度実績 
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